「重要事実」チェックリスト
2020年2月以降適用

1． 決定事実
以下の重要事実を行うことを決定したこと
※以下の該当基準に該当しても「公表」されたあとは、「重要事実」にはならない。


該当基準のカッコ内の数字は、当社の2019年12月期ベースである。重要事実を知っている場合は、”○”を記入ください

	重要事実
	該当基準
	○×

	○株式の発行
○新株予約権の発行
○新株予約権付社債
（転換社債）の発行
○自己株式の処分
	発行価額の総額が1億円以上の場合
	

×

	○自己株式取得
	すべて
	×

	○株式分割
	分割比率が1対1.1以上の場合
	×

	○１株当り配当額の変更
	直近の当社配当実績と比較して20％以上の増減の場合
（配当を復活させた場合）
	×

	○合併、会社分割、事業譲渡および譲受、株式交換
	当社売上高（単独）への影響額10％（554億円）以上の場合、
または、当社資産への影響額が当社純資産(単独)の30％（1,513億円）以上の場合
	
×

	○株式移転
	すべて
	×

	○新製品・新技術
の企業化(*1)
○新事業の開始
	新製品・新技術利用または新事業の開始年度から3年以内の各年度において、当該新製品・新技術または当該新事業による当社売上高(単独)増加額が、企業化または新事業開始決定の前年度比10％（554億円）以上の場合、
または、
企業化または新事業開始のために特別に支出する額が、前年度の固定資産（単独）(*2)比10％（1,413億円）以上の場合
	


×

	○業務提携
（資本提携を伴う場合、合弁会社設立を伴う場合を含む）

	業務提携の開始年度から3年以内の各年度において、当該業務提携による当社売上高(単独)の増加額が、業務提携決定の前年度比10％（554億円）以上の場合、または、
(1)資本提携を伴う業務提携を行うとき
1 株式・持分を取得する場合は、取得額が当社純資産（単独）の10％（504億円）以上の場合、
2 株式を取得される場合は、当社の発行済株式総数の5％（8,560万株）超の場合
(2)業務提携により他の会社と共同で新会社を設立するとき
①新会社設立年度から3年以内の各年度において、新会社の総資産に出資比率を乗じて得たものが、当社純資産（単独）の30％（1,513億円）以上の場合、または、
2 新会社の上記各年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが、当社売上高（単独）の10％(554億円)以上の場合
	



×

	○業務提携（資本提携、合弁会社設立を伴う場合を含む）の解消

	業務提携を解消する年度から3年以内の各年度において、当該業務提携解消による当社売上高(単独)の減少額が、業務提携解消決定の前年度比10％（554億円）以上の場合、または、
(1)資本提携を伴う業務提携を解消するとき
1 株式を取得していた場合は、取得株式の帳簿価額が純資産（単独）の10％（504億円）以上の場合、
2 株式を取得されていた場合は、取得されている当社株式数が発行済株式総数の5％（8,560万株）超の場合
(2)他の会社と共同で新会社を設立している業務提携を解消するとき
①新会社の総資産に出資比率を乗じて得たものが、当社純資産（単独）の30％（1,513億円）以上の場合、または、
②会社の売上高に出資比率を乗じて得たものが、当社売上高（単独）の10％(554億円)以上の場合
	





×

	○子会社の異動を伴
う株式・持分の譲渡・取得
○子会社の設立
	当該子会社の売上が当社売上高（単独）の10％（554億円）
以上の場合、または、
子会社の総資産が当社純資産（単独）の30％（1,513億円）
以上の場合
（子会社の設立の場合、上記基準は、新会社設立年度から
3年以内の各年度。）
	


×

	○固定資産(*2)の譲渡・
取得
	価額が当社純資産（単独）の30％（1,513億円）以上の場合
	×

	○公開買付けに係る対抗買いの要請
	すべて
	×

	○資本、資本準備金、
利益準備金の減少
	すべて
	×

	○解散
	すべて
	×

	○事業の全部または一部の休止または廃止
	事業を休止または廃止する年度から3年以内の各年度において、当該休止または廃止による売上高の減少額が、最近事業年度の当社売上高（単独）の10％（554億円）以上の場合
	×

	○上場廃止の申請
	すべて
	×

	○破産、再生手続開始または更生手続開始の申立て
	すべて
	×

	○子会社の合併、会社分割、事業譲渡または譲受、株式交換、株式移転
	当社の連結売上高が10％（718億円）以上増減する場合、
または、当社の連結総資産増減額が連結純資産の30％（1,871億円）以上の場合
	×

	○孫会社の異動を伴う株
式・持分の譲渡・取得
○孫会社の設立
	当該孫会社の売上が当社の連結売上高の10％（718億円）以上、または、当該子会社の総資産が当社の連結純資産の30％（1,871億円）以上の場合
（孫会社の設立の場合、上記基準は、新会社設立年度から
3年以内の各年度）
	

×

	○子会社の解散
	当社の連結売上高が10％（718億円）以上減少する場合または当社の連結総資産減少額が連結純資産の30％（1,871億円）以上の場合
	×

	○子会社における新製品または新技術の企業化
○子会社の新事業の開始
	新製品・新技術利用または新事業の開始年度から3年以内の各年度において、当該新製品・新技術または当該新事業による当社連結売上高増加額が、企業化または新事業開始決定の前年度比10％（718億円）以上の場合、または企業化または新事業開始のために特別に支出する額が、前年度の連結固定資産比10％（1,335億円）以上の場合
	×

	· 子会社の業務提携
（資本提携または合弁会社設立を伴う場合を含む）
	業務提携の開始年度から3年以内の各年度において、当該業務提携による連結売上高増加額が、業務提携決定の前年度比10％（718億円）以上の場合、または、
(1)資本提携を伴う業務提携を行うとき
1 株式・持分を取得する場合は、取得額が連結純資産の10％（624億円）以上の場合
2 株式を取得される場合は、対価が連結純資産の10％（624億円）以上の場合
(2)業務提携により他の会社と共同で新会社を設立するとき
①新会社設立年度から3年以内の各年度において、新会社の総資産に出資比率を乗じて得たものが、連結純資産の30％（1,871億円）以上の場合、または、
②新会社の上記各年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが、連結売上高の10％(718億円)以上の場合
	×

	○子会社の業務提携解消（資本提携または合弁会社設立を伴う提携を解消する場合を含む）
	業務提携を解消する年度から3年以内の各年度において、当該業務提携解消による連結売上高の減少額が、業務提携解消決定の前年度比10％（718億円）以上の場合、または、
(1)資本提携を伴う業務提携を解消するとき
1 株式を取得していた場合は、取得株式の帳簿価額が連結純資産の10％（624億円）以上の場合
2 株式を取得されていた場合は、対価が連結純資産の10％（624億円）以上の場合
(2)他の会社と共同で新会社を設立している業務提携を解消するとき
①新会社の総資産に出資比率を乗じて得たものが、連結純資産の30％（1,871億円）以上の場合、または、
3 会社の売上高に出資比率を乗じて得たものが、連結売上高の10％(718億円)以上の場合
	×

	○子会社の固定資産の譲渡・取得
	価額が当社の連結純資産の30％（1,871億円）以上の場合
	×

	○子会社の事業の全部または一部の休止または廃止
	事業を休止または廃止する年度から3年以内の各年度において、当該休止または廃止による売上高の減少額が、最近事業年度の連結売上高の10％（718億円）以上の場合
	×

	○子会社の破産、再生手続開始または更生手続開始の申立て
	すべて
	
×


*1 「企業化」
新製品についてはその製造・販売等を行うこと、新技術についてはそれを利用した製品の製造・販売等を行うことのほか、自社の生産ラインに新技術を導入することを含む。

*2 「固定資産」
法人税法2条22号に掲げる固定資産をいい、当社の場合は原則として、B/S上の有形固定資産および無形固定資産にあたるものをいう。
2． 
発生事実
　以下の重要事実が発生したこと
※以下の該当基準に該当しても「公表」されたあとは、「重要事実」にはならない。

該当基準のカッコ内の数字は、2019年12月期ベースである。
	重要事実
	該当基準
	○×

	○災害その他による損害
発生（当社・子会社）
	・当社において発生した場合は、損害額が当社純資産（単独）の3％（151億円）以上の場合
・子会社において発生した場合は、損害額が当社の連結純資産の3％（187億円）以上の場合
	
×


	○親会社の異動
	議決権比率が50％以下となり、親会社でなくなる場合
	×

	○主要株主の異動
	・主要株主（発行済株式の10％以上を所有する株主）でなかった者が主要株主となる場合
・当該株主が主要株主でなくなる場合
	
×

	○訴訟が提起され、または判決が下され、もしくは訴訟が和解等により完結したこと
（当社・子会社）
	・当社に対する訴訟の場合は、訴額が当社純資産（単独）の15％（757億円）以上の場合、または、敗訴(和解)した場合、判決（和解）日の属する年度から3年以内の各年度において、当社売上高（単独）減少額が提訴前年度比10％(554億円)以上の場合、または、支払額が当社純資産（単独）の3％（151億円）以上の場合
・子会社に対する訴訟の場合は、訴額が当社の連結純資産の15％（935億円）以上の場合、または、敗訴（和解）した場合、判決（和解）日の属する年度から3年以内の各年度において、当社の連結売上減少額が提訴前年度比10％（718億円）以上の場合、または、支払額が当社の連結純資産の3％（187億円）以上の場合
	





×

	○営業の差止を求める仮処分命令の申立または決定
　　（当社・子会社）
	・仮処分命令の申立日または決定日の属する年度から3年以内の各年度において、当社売上高（単独）減少額が最近事業年度の当社売上高（単独）の10％（554億円）以上の場合
・子会社に対するものである場合は、連結売上減少額が最近事業年度の連結売上高の10％（718億円）以上の場合
	

×

	○行政庁による法令などに基づく営業停止等の処分
（当社・子会社）
	・処分を受けた日の属する年度から3年以内の各年度において、当社売上高（単独）減少額が最近事業年度の当社売上高（単独）の10％（554億円）以上の場合
・子会社に対するものである場合は、連結売上減少額が最近事業年度の連結売上高の10％（718億円）以上の場合
	

×

	○債権の取立不能または取立遅延
（当社・子会社）
	・売掛金、貸付金その他の債権または求償権について債務の不履行のおそれのある額が最近事業年度の純資産(単独)の3％（151億円）以上と見込まれる場合
・子会社の場合は、最近事業年度の連結純資産の3％（187億円）以上と見込まれる場合
	
×

	○主要取引先との取引
停止
　（当社・子会社）
	・主要取引先（前事業年度の売上高・仕入高が売上・仕入総額の10％以上である取引先）との取引停止日から3年以内の各年度において、当社売上高（単独）減少額が最近事業年度の当社売上高（単独）の10％（554億円）以上と見込まれる場合
・子会社の場合は、連結売上高減少額が最近事業年度の連結売上高の10％（718億円）以上と見込まれる場合
	


×

	○債務免除等の金融支援
を受けたこと
（当社・子会社）
	・債権者による債務免除または第三者による債務引受もしくは弁済が発生し、かつその額が最近事業年度の債務の総額（単独）の10％（1,090億円）以上の場合
・子会社の場合は、当社連結の最近事業年度の債務の総額の10％（929億円）以上の場合
	

×

	○手形などの不渡りまたは手形交換所による取引停止処分
　（当社・子会社）
	すべて
	
×

	○親会社、子会社または孫会社に対する破産などの申立
　（当社・子会社・孫会社）
○破産、再生手続開始、更生手続開始等の申立または通告
	すべて
	


×

	○株式上場廃止の原因となる事実
	東京証券取引所の場合（有価証券上場規程第601条）の例
1 流通株式比率が5%未満の場合（猶予期間なし）、流通株式数が200,000株または流通株式時価総額が5億円未満で、1年以内に改善されない場合
2 株主数が400名以下の場合で、1年以内に改善されない場合
3 最近1年間の売買高が月平均1,000株未満の場合
4 上場時価総額が10億円未満の場合で、9ヶ月以内に改善されない場合
5 債務超過に陥り、1年以内に改善されない場合
6 不適当な合併等を行った場合
7 有価証券報告書等の提出が1ヵ月以上遅延した場合
8 財務諸表等への虚偽記載、不適正意見などがあり、その影響が重大であると東証が認めた場合
9 上場契約違反、宣誓書において宣誓した事項の違反
10 他の会社の100％子会社となる場合
	






×


3． 決算情報　（会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令第３条）
　以下の重要事実が発生したこと
※以下の該当基準に該当しても「公表」されたあとは、「重要事実」にはならない。
該当基準のカッコ内の数字は、当社の2020年2月の決算短信における実績値ベースである。
	重要事実
	該当基準
	○×

	· 前事業年度の実績値に比べ、当事業年度の決算数値に右の差異が生じたこと

	【連結】
・売上高：	10％（718億円）以上の変動
・純利益： 	2015～2018年度平均の30％（204億円）以上の変動
	
×


	
	【単独】
・売上高：	10％（554億円）以上の変動
・純利益：	2015～2018年度平均の30％（154億円）以上
の変動
・剰余金配当：	20％以上の変動（復配）
	

×




4． 公開買付け等事実
　以下の重要な事実を決定したことまたは当該事実が発生したこと
※以下の該当基準に該当しても「公表」されたあとは、「重要事実」にはならない。
	重要事実
	該当基準
	○×

	○公開買付け
	すべて
	×

	○公開買付けに準ずる行為
	各年において買い集める株券等の数が、総株主の議決権の2.5％以上
	×


· 「公開買付けに準ずる行為」とは、上場会社等の発行する株券等（株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券、その他内閣府令で定める有価証券）を買い集める者が、自己または他人の名義で買い集める株券等の議決権の数の合計が、当該上場会社等の総株主の議決権のかずの5%以上である場合の、当該買集め行為のこと。


５．	その他（バスケット条項）
　以下の重要な事実を決定したことまたは当該事実が発生したこと
※以下の該当基準に該当しても「公表」されたあとは、「重要事実」にはならない。
	重要事実
	○×

	○当社および子会社の運営、業務、財産に関する重要な事実であって、投資者の当社への投資判断に著しい影響を及ぼすもの
	
×


· 「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」とは、通常の投資者が当該事実を知った場合に、株券について当然に「売り」または「買い」の判断を行うだろうと認められることをいう。

以　上
8
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